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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付ベースとこの取付ベースの両側より立ち上げた両側板を有し、前記取付ベースを装
置本体側へ取り付ける取付部材と、少なくとも背板とこの背板より折り曲げた両側板を有
し、この両側板を前記取付部材の両側板へヒンジピンを介して回転可能に連結した支持部
材と、背板とこの背板より折り曲げた両側板とを有し、前記支持部材の両側板の自由端側
に連結ピンを介して該支持部材とは異なる方向へその両側板を回転可能となるように軸着
したところの原稿圧着板を取り付けるリフト部材と、このリフト部材の前記支持部材に対
する軸着部側であって前記リフト部材の回転時に前記連結ピンを支点に旋回する位置に設
けられた作動部材と、この作動部材と前記取付部材との間に弾設させることにより、前記
リフト部材を前記支持部材と重なり合う方向へ回転付勢させつつ当該支持部材を原稿圧着
板の開成方向へ付勢させる弾性手段とを有するものにおいて、前記リフト部材と前記取付
部材との間に、前記リフト部材の回転を制御する回転制御手段を設け、この回転制御手段
を前記リフト部材に設けられた当接部材と、前記取付部材に設けられ前記原稿圧着板の所
定の開成角度において、前記当接部材と圧接摺動するフリクション・ストッパー手段と、
で構成したことを特徴とする、原稿圧着板開閉装置。
【請求項２】
　前記フリクション・ストッパー手段を、前記取付部材の後板に設けたストッパープレー
トと、このストッパープレートに取り付けられたクリック・フリクションプレートとで構
成したことを特徴とする、請求項１に記載の原稿圧着板開閉装置。
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【請求項３】
　前記当接部材を、前記リフト部材の両側板間に差し渡して取り付けた当接シャフトとし
たことを特徴とする、請求項１に記載の原稿圧着板開閉装置。
【請求項４】
　取付ベースとこの取付ベースの両側より立ち上げた両側板を有し、前記取付ベースを装
置本体側へ取り付ける取付部材と、少なくとも背板とこの背板より折り曲げた両側板を有
し、この両側板を前記取付部材の両側板へヒンジピンを介して回転可能に連結した支持部
材と、背板とこの背板より折り曲げた両側板とを有し、前記支持部材の両側板の自由端側
に連結ピンを介して該支持部材とは異なる方向へその両側板を回転可能となるように軸着
したところの原稿圧着板を取り付けるリフト部材と、このリフト部材の前記支持部材に対
する軸着部側であって前記リフト部材の回転時に前記連結ピンを支点に旋回する位置に設
けられた作動部材と、前記取付部材側の両側板間に軸架させた受圧部材と、この受圧部材
にカム部を当接させて前記支持部材内部に摺動可能に収装されたカムスライダーと、前記
支持部材内の自由端側に前記作動部材に当接させて摺動可能に収装されたスプリング受け
部材と、前記カムスライダーと前記スプリング受け部材との間に弾設させることにより、
前記リフト部材を支持部材と重なり合う方向へ回転付勢させつつ前記支持部材を原稿圧着
板の開成方向へ付勢させる弾性手段とを有するものにおいて、前記リフト部材と前記取付
部材との間に、前記リフト部材の回転を制御する回転制御手段を設け、この回転制御手段
を前記リフト部材に設けられた当接部材と、前記取付部材に設けられ前記原稿圧着板の所
定の開成角度において、前記当接部材と圧接摺動するフリクション・ストッパー手段と、
で構成したことを特徴とする、原稿圧着板開閉装置。
【請求項５】
　前記フリクション・ストッパー手段を、前記取付部材の後板に設けたストッパープレー
トと、このストッパープレートに取り付けられたクリック・フリクションプレートとで構
成したことを特徴とする、請求項４に記載の原稿圧着板開閉装置。
【請求項６】
　請求項１～５に各記載の原稿圧着板開閉装置を装置本体と原稿圧着板との間に用いたこ
とを特徴とする、事務機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば複写機や印刷機等の事務機器の原稿圧着板の開閉用として用いて好適
な、原稿圧着板開閉装置並びにこの原稿圧着板開閉装置を用いた事務機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、とくに複写機の原稿圧着板開閉装置並びにこの原稿圧着板開閉装置を用いた事務
機器として、取付ベースとこの取付ベースの両側より立ち上げた両側板を有し、前記取付
ベースを装置本体側へ取り付ける取付部材と、少なくとも背板とこの背板より折り曲げた
両側板を有し、この両側板を前記取付部材の両側板へヒンジピンを介して回転可能に連結
した支持部材と、原稿圧着板を取り付ける背板とこの背板より折り曲げた両側板とを有し
、前記支持部材の両側板の自由端側に連結ピンを介して該支持部材とは異なる方向へその
両側板を回転可能となるように軸着したリフト部材と、このリフト部材の前記支持部材に
対する軸着部側であって前記リフト部材の回転時に前記連結ピンを支点に旋回する位置に
設けられた作動部材と、前記取付部材側の両側板間にヒンジピンとは異なる位置に軸架さ
せた受圧部材と、この受圧部材にカム部を当接させて前記支持部材内部に摺動可能に収装
されたカムスライダーと、前記支持部材内の自由端側に前記作動部材に当接させて摺動可
能に収装されたスプリング受け部材と、前記カムスライダーと前記スプリング受け部材と
の間に弾設させることにより、前記リフト部材を支持部材と重なり合う方向へ回転付勢さ
せつつ前記支持部材を原稿圧着板の開成方向へ付勢させる弾性手段とで構成し、原稿圧着
板の最大開成角度を規制するための回転制御手段として、取付部材の後板に取り付けたス
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トッパープレートに、支持部材の背板を当接させるように構成したもの、並びに事務機器
が、下記特許文献１により公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１-　１５４２８７号公報
【０００４】
　この従来公知の原稿圧着板開閉装置Ｉは、図１３に示したように、装置本体ａ側へその
取付ベース３０ａを取り付ける取付部材３０と、この取付部材３０の両側板３０ｂへその
両側板３１ｂをヒンジピン３２を介して回転可能に連結した支持部材３１と、この支持部
材３１の両側板３１ｂの自由端側へその両側板３４ｂを連結ピン３７を介して、支持部材
３１とは異なる方向へ回転可能となるように軸着したところの、原稿圧着板Ｋを取り付け
るリフト部材３４と、取付部材３０の両側板３０ｂ間に差し渡して設けた受圧部材４０と
、この受圧部材４０にカム部４１ａを当接させて前記支持部材３１内部に摺動可能に収装
されたカムスライダー４１と、リフト部材３４の両側板３４ｂ間に設けた作動部材３８と
、この作動部材３８に当接させて支持部材３１内部に摺動可能に収装されたスプリング受
け部材３９と、支持部材３１内部に収装され、カムスライダー４１とスプリング受け部材
３９との間に弾設させることにより、前記リフト部材３４を支持部材３１と重なり合う方
向へ回転付勢させつつ、支持部材３１を少なくとも原稿圧着板Ｋの開成方向へ付勢させる
弾性手段３３とで構成されており、取付部材の後板３０ｃには一対のストッパー片３５ａ
を有するストッパープレート３５が取付ネジ３６で取り付けられている。
　このように構成することによって、弾性手段３３の弾力により、原稿圧着板Ｋを開閉操
作する際に当該原稿圧着板Ｋの本来の重さを感じることなく軽く開閉操作することができ
、さらに原稿が本のように厚い厚物原稿の場合には、リフト部材３４が弾性手段３３の弾
力に抗して支持部材３１に対して反転することにより、厚物原稿の上面を水平に覆うこと
ができるようになっている。
　この従来公知構成の原稿圧着板開閉装置Ｉは、原稿圧着板Ｋを最大角度まで開いたとき
に、支持部材３１の背板３１ａに設けた当接部３１ｃが、ストッパープレート３５のスト
ッパー片３５ａに設けたストッパー部３５ｂへ当接するように構成されている。その際に
当接部３１ｃによるストッパープレート３５に対する押圧方向が、（ａ）に矢印Ｒで示し
た部分の拡大図（ｂ）に矢印Ｌで示したように、斜め下方方向になることから、ストッパ
ープレート３５に対し、これを取付ネジ３６で取り付けた取付部材３０の後板３０ｃから
剥がれる方向へ力が加わることになることから、ストッパープレート３５が変形し易いと
いう欠点があった。
【０００５】
　また、原稿圧着板Ｋの通常の閉成動作時には、弾性手段３３がスプリング受け部材３９
と作動部材３８を介してリフト部材３４が原稿圧着板Ｋと共に反転してしまわないように
押して、中折れ現象（原稿圧着板Ｋが連結ピン３７を支点に反転してしまうこと）を防止
している。しかるに、原稿圧着板Ｋを閉じる際の力の方向や、勢いをつけて閉じた場合な
どに、この中折れ現象が生じてしまうという問題があった。
【０００６】
　さらに、支持部材３１のヒンジピン３２を支点とする取付部材３０に対する回転時のフ
リクションが弱い場合には、弾性手段３３の弾力により、原稿圧着板Ｋを開いた際に、原
稿圧着板Ｋが急激に跳ね上がる、所謂跳ね上げ現象が生じてしまうことがあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的とす
るところは、ストッパープレートの変形を防止し、さらに、原稿圧着板の中折れ現象や跳
ね上げ現象等の上記従来技術の問題点を解決した原稿圧着板開閉装置並びにこの原稿圧着
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板開閉装置を用いた事務機器を提供せんとするにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した目的を達成するためにこの発明に係る原稿圧着板開閉装置は、取付ベースとこ
の取付ベースの両側より立ち上げた両側板を有し、前記取付ベースを装置本体側へ取り付
ける取付部材と、少なくとも背板とこの背板より折り曲げた両側板を有し、この両側板を
前記取付部材の両側板へヒンジピンを介して回転可能に連結した支持部材と、背板とこの
背板より折り曲げた両側板とを有し、前記支持部材の両側板の自由端側に連結ピンを介し
て該支持部材とは異なる方向へその両側板を回転可能となるように軸着したところの原稿
圧着板を取り付けるリフト部材と、このリフト部材の前記支持部材に対する軸着部側であ
って前記リフト部材の回転時に前記連結ピンを支点に旋回する位置に設けられた作動部材
と、この作動部材と前記取付部材との間に弾設させることにより、前記リフト部材を前記
支持部材と重なり合う方向へ回転付勢させつつ当該支持部材を原稿圧着板の開成方向へ付
勢させる弾性手段とを有するものにおいて、前記リフト部材と前記取付部材との間に、前
記リフト部材の回転を制御する回転制御手段を設け、この回転制御手段を前記リフト部材
に設けられた当接部材と、前記取付部材に設けられ前記原稿圧着板の所定の開成角度にお
いて、前記当接部材と圧接摺動するフリクション・ストッパー手段と、で構成したことを
特徴とする。
【０００９】
　本発明はさらに、前記フリクション・ストッパー手段を、前記取付部材の後板に設けた
ストッパープレートと、このストッパープレートに取り付けられたクリック・フリクショ
ンプレートとで構成したことを特徴とする。
【００１０】
　本発明はさらに、前記当接部材を、前記リフト部材の両側板間に差し渡して取り付けた
当接シャフトとしたことを特徴とする。
【００１１】
　上記発明はまた、取付ベースとこの取付ベースの両側より立ち上げた両側板を有し、前
記取付ベースを装置本体側へ取り付ける取付部材と、少なくとも背板とこの背板より折り
曲げた両側板を有し、この両側板を前記取付部材の両側板へヒンジピンを介して回転可能
に連結した支持部材と、背板とこの背板より折り曲げた両側板とを有し、前記支持部材の
両側板の自由端側に連結ピンを介して該支持部材とは異なる方向へその両側板を回転可能
となるように軸着したところの原稿圧着板を取り付けるリフト部材と、このリフト部材の
前記支持部材に対する軸着部側であって前記リフト部材の回転時に前記連結ピンを支点に
旋回する位置に設けられた作動部材と、前記取付部材側の両側板間に軸架させた受圧部材
と、この受圧部材にカム部を当接させて前記支持部材内部に摺動可能に収装されたカムス
ライダーと、前記支持部材内の自由端側に前記作動部材に当接させて摺動可能に収装され
たスプリング受け部材と、前記カムスライダーと前記スプリング受け部材との間に弾設さ
せることにより、前記リフト部材を支持部材と重なり合う方向へ回転付勢させつつ前記支
持部材を原稿圧着板の開成方向へ付勢させる弾性手段とを有するものにおいて、前記リフ
ト部材と前記取付部材との間に、前記リフト部材の回転を制御する回転制御手段を設け、
この回転制御手段を前記リフト部材に設けられた当接部材と、前記取付部材に設けられ前
記原稿圧着板の所定の開成角度において、前記当接部材と圧接摺動するフリクション・ス
トッパー手段と、で構成したことを特徴とする。
【００１２】
　上記段落［００１１］の発明において、前記フリクション・ストッパー手段を、前記取
付部材の後板に設けたストッパープレートと、このストッパープレートに取り付けられた
クリック・フリクションプレートとで構成したことを特徴とする。
【００１３】
そして本発明は、以上のように構成した原稿圧着板開閉装置を装置本体と原稿圧着板との
間に用いた事務機器であることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明は以上のように構成したので、リフト部材と取付部材との間に設けた回転制御手
段によって、原稿圧着板の最大開成時に取付部材の後板に取り付けたストッパープレート
、或はクリック・フリクションプレートに加わる押圧力の作用方向を変えることができる
ことにより、ストッパープレートやクリック・フリクションプレートの変形を防止できる
ものである。
【００１５】
　本発明はさらに、以上のように構成したので、リフト部材と取付部材との間に設けた回
転制御手段によって、原稿圧着板の所定閉成角度範囲において、生じ易い所謂中折れ現象
や、原稿圧着板がその開成時に急激に跳ね上がる所謂跳ね上げ現象等を可及的に防止する
ことができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係る原稿圧着板開閉装置を用いた事務機器の一例である複合機を概略的
に示す斜視図である。
【図２】本発明に係る原稿圧着板開閉装置を後方から見た斜視図である。
【図３】本発明に係る原稿圧着板開閉装置を前方から見た斜視図である。
【図４】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の正面図である。
【図５】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の側面図である。
【図６】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の分解斜視図である。
【図７】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の側断面図である。
【図８】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の動作を説明するためのものであり、（ａ）は
その側断面図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｏで示した部分の拡大図である
【図９】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の動作を説明するためのものであり、（ａ）は
その側断面図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｏで示した部分の拡大図である。
【図１０】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の動作を説明するためのものであり、（ａ）
はその側断面図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｏで示した部分の拡大図である。
【図１１】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の厚物原稿に対応した動作を説明する側断面
図である。
【図１２】本発明に係る原稿圧着板開閉装置の他の実施例を説明するためのものであり、
（ａ）はその側断面図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｐで示した部分の拡大図である。
【図１３】従来公知の原稿圧着板開閉装置を説明するためのものであり、（ａ）はその側
断面図、（ｂ）は（ａ）の矢印Ｒで示した部分の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面は本発明の一実施の形態を示す。尚、以下の説明では複写機或は複合機に用いられ
る原稿圧着板開閉装置として説明するが、本発明に係る原稿圧着板開閉装置は、複写機或
は複合機以外の印刷機やファクシミリ、スキャナーなどの事務機器においても、原稿圧着
板開閉装置として用いられることができるものである。尚、本明細書並びに特許請求の範
囲において、当接部材、受圧部材、或は作動部材という用語を用いているが、それは当接
部材、受圧部材、或は作動部材の中に、それぞれ当接シャフト、受圧ピン、或は作動ピン
などを始めとする、発明の詳細な説明に記載したさらに広い概念を含ませているからであ
る。
【実施例１】
【００１８】
　図１は、本発明に係る複合機を示す。図面によれば、本発明に係る複合機Ａの装置本体
ａ上には、一対の原稿圧着板開閉装置Ｂ、Ｂ’を介して、自動原稿送り装置ｃ付きの原稿
圧着板Ｃが開閉可能に取り付けられている。この原稿圧着板開閉装置Ｂ、Ｂ’のうち、一
方の自動原稿送り装置ｃが取り付けられている図中左側の原稿圧着板開閉装置Ｂは、開閉
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操作時に加わる荷重が大きいので、弾性手段にコイルスプリング２本を並置させたダブル
コイルスプリング方式を採用しているが、右側の原稿圧着板開閉装置Ｂ’は荷重が軽くな
るので、図示はしてないが、通常は１本のコイルスプリングから成るシングルコイルスプ
リング方式である。しかしながら、本発明の要部となる部分の構成は、原則的に横幅が異
なるのみで、基本的には同じ構成であるので、以下の説明では、左側の原稿圧着板開閉装
置Ｂについて説明する。尚、大型の複合機その他の事務機器にあっては、原稿圧着板の重
量が増すので、コイルスプリングは、それが２本のものであっても、１本のものであって
も、径の異なるコイルスプリングを同心円状に重ねて用いる場合がある。
【００１９】
　図２乃至図１０は、本発明の実施例１に係る原稿圧着板開閉装置Ｂの一例を具体的に示
す図である。本発明に係る原稿圧着板開閉装置Ｂは、装置本体ａ側へ取り付けられる取付
部材１と、この取付部材１の両側板１ｂ、１ｂへその両側板２ｂ、２ｂをヒンジピン３を
介して回転可能に連結した支持部材２と、この支持部材２の両側板２ｂ、２ｂの自由端側
へその両側板６ｂ、６ｂを連結ピン４を介して該支持部材２とは異なる方向へ回転可能と
なるように軸着したところの、原稿圧着板Ｃを取り付けるリフト部材６と、取付部材１の
両側板１ｂ、１ｂ間に差し渡して設けた受圧部材５と、この受圧部材５にカム部１０ａを
当接させて前記支持部材２内部に抱持板２ｃ、２ｃに抱えられて摺動可能に収装されたカ
ムスライダー１０と、リフト部材６の両側板６ｂ、６ｂ間に設けた作動部材９と、この作
動部材９に当接させて支持部材２内部に摺動可能に収装されたスプリング受け部材１１と
、支持部材２内部に収装され、カムスライダー１０とスプリング受け部材１１との間に弾
設させることにより、前記リフト部材６を支持部材２と重なり合う方向へ回転付勢させつ
つ、支持部材２を少なくとも原稿圧着板Ｃの開成方向へ付勢させる弾性手段１２とを有し
、リフト部材６と取付部材１との間に回転制御手段Ｄを設けたものである。
【００２０】
　さらに詳しくは、取付部材１は、装置本体ａ上に取り付けられる取付ベース１ａと、こ
の取付ベース１ａの両側端部からそれぞれ当該取付ベース１ａに対して直交する上方向（
略直交する方向も含む）に折り曲げた両側板１ｂ、１ｂと、取付ベース１ａの一端部（後
端部）から該取付ベース１ａに対して直交する上方向（略直交する方向も含む）に折り曲
げて、その両側部に設けた係止片１ｊ、１ｊを取付部材１の両側板１ｂ、１ｂに設けた係
止溝１ｉ、１ｉに係止させた略矩形状の後板１ｃと、から構成されている。この後板１ｃ
には必要に応じて、原稿圧着板Ｃの開閉操作時における支持部材２の最大開成角度（６０
°）を決めるストッパープレート８が取付ビス８ａ、８ａを介して取り付けられている。
その他、指示記号１ｄ、１ｄのものはヒンジピン取付孔であり、指示記号１ｅ、１ｅのも
のは受圧部材取付孔である。さらに、取付ベース１ａには、該取付ベース１ａを装置本体
ａへ取り付ける際に、取付ネジ１ｍ、１ｎを挿通させる取付孔１ｇ、１ｈが設けられてい
る。
【００２１】
　支持部材２は、背板２ａと、この背板２ａの両端部から下方へ折り曲げた両側板２ｂ、
２ｂと、この両側板２ｂ、２ｂの下端側から共に内側へ折り曲げて形成した抱持板２ｃ、
２ｃから構成されており、両側板２ｂ、２ｂは、上述したように、ヒンジピン３によって
取付部材１の両側板１ｂ、１ｂへ回転可能に連結されている。両側板２ｂ、２ｂの自由端
側には、連結ピン４を介してリフト部材６が回転可能に軸着されると共に、作動部材９の
両端側が入り込むガイド溝２ｄ、２ｄが設けられている。その他、指示記号２ｅ、２ｅは
ヒンジピン挿通孔、指示記号２ｆ、２ｆのものは連結ピン挿通孔、指示記号２ｇ、２ｇは
組立時に用いるストッパー孔である。さらに、背板２ａの後端部に設けた指示記号２ｈ、
２ｈのものは、原稿圧着板Ｃを開いたときにストッパープレート８のストッパー片８ｆ、
８ｆを逃がす逃がし溝である。
【００２２】
　ヒンジピン３は、その両端部に周溝３ｄ、３ｄを設けた金属製の丸棒で、取付部材１の
ヒンジピン取付孔１ｄ、１ｄに取り付けられた軸受部材３ａ、３ａの軸受孔３ｅ、３ｅを
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貫通して支持部材２のヒンジピン挿通孔２ｅ、２ｅを連結しており、これらのヒンジピン
挿通孔２ｅ、２ｅより突出した両端部に設けた周溝３ｄ、３ｄにワッシャー３ｂ、３ｂを
介してＥリング３ｃ、３ｃを嵌め込みことにより、抜け止め規制されている。
【００２３】
　リフト部材６は背板６aと、この背板６ａの両端部からそれぞれ当該背板６ａに対して
直交する下方向（略直交する方向も含む）に折り曲げた両側板６ｂ、６ｂと、この両側板
６ｂ、６ｂよりさらに外側へ折り曲げた取付板部６ｃ、６ｃとから成り、支持部材２を覆
うように構成されている。リフト部材６が連結ピン４で軸着されている側には、棒状の作
動部材９が取り付けられると共に、取付板部６ｃ、６ｃには原稿圧着板Ｃが取り付けられ
る構成である。尚、背板６ａに取り付けられている調節ネジ７ａとナット７ｂからなるも
のは、高さ調節手段７であり、原稿圧着板Ｃの原稿載置台ｄ（コンタクトガラス）に対す
る高さを微調整して、原稿圧着板Ｃが均等に原稿載置台ｄ（コンタクトガラス）の上面へ
圧着するようにするためのものである。さらに、リフト部材６の両側板６ｂ、６ｂに設け
た指示記号６ｆ、６ｆは、原稿圧着板開閉装置Ｂの組立時に用いるストッパーピン挿通孔
であり、背板６ａの後端部に設けた指示記号６ｇ、６ｇのものは、原稿圧着板Ｃを開いた
ときにストッパープレート８のストッパー片８ｆ、８ｆを逃がす逃がし溝である。
【００２４】
　連結ピン４は、金属製の丸棒で、両端部側に周溝４ｃ、４ｃを有し、支持部材２の連結
ピン挿通孔２ｆ、２ｆとリフト部材６の連結ピン連結孔６ｄ、６ｄへ挿通させることによ
り、リフト部材６を支持部材２に対して当該支持部材２の回転方向とは逆方向へ回転可能
に連結されている。連結ピン４は、両端部に周溝４ｃ、４ｃを有し、連結ピン連結孔６ｄ
、６ｄより突出した両端部にワッシャー４ａ、４ａを介して周溝４ｃ、４ｃへＥリング４
ｂ、４ｂをはめ込むことにより当該リフト部材に対して抜け止め規制されている
【００２５】
　受圧部材５は、取付部材１の両側板１ｂ、１ｂ間に軸架した金属製の受圧ピン５ａと、
この受圧ピン５ａを軸方向に設けた挿通孔５ｄに通して、当該受圧ピン５ａに対して回転
可能に取り付けられた合成樹脂性のスライドローラ５ｂとで構成されている。スライドロ
ーラ５ｂは外形が断面略長方形を呈した４角形状に構成されており、長径の側の片面を摺
接部５ｃとしてカムスライダー１０の平坦なカム部１０ａに当接させている。カム部１０
ａとスライドローラ５ｂの接触面には図示してないが潤滑用のグリスが塗布されている。
また、挿通孔５ｄはスライドローラ５ｂの下側寄りに設けられており、各角部にはアール
部５ｅが設けられている。尚、このスライドローラ５ｂの材料は、合成樹脂に限られず、
焼結金属、セラミック、機械加工物その他のものであっても良い。
【００２６】
　支持部材２内には、抱持板２ｃ、２ｃに抱えられてカムスライダー１０とスプリング受
け部材１１が、摺動可能に収装されている。カムスライダー１０とスプリング受け部材１
１は、断面略矩形の有底筒体状に形成されており、カムスライダー１０には、受圧部材５
の露出側には、一方向へ傾斜させて上面が平坦なカム部１０ａが設けられると共に、受圧
部材５の露出側を覆うカバー部１０ｃが設けられている。スプリング受け部材１１の一端
部側の作動部材９側には、当接部１１ａが隆起して設けられている。尚、この当接部１１
ａは必須ではなく一面に平坦部としても良い。カムスライダー１０とスプリング受け部材
１１は、互いの開口部１０ｂ、１０ｂと１１ｂ、１１ｂ（一方のみ表示）が向き合うよう
に支持部材２内に摺動可能に収納されて、カムスライダー１０のカム部１０ａの側は受圧
部材５と当接し、スプリング受け部材１１の当接部１１ａの側は作動部材９と当接してい
る。
【００２７】
　尚、作動部材９は、実施例のものは、作動ピン９ａと、この作動ピン９ａをその軸方向
に設けた挿通孔９ｅへ挿通させたカム筒体９ｂとから成り、作動ピン９ａは、両端部側に
周溝９ｄ、９ｄを有し、作動ピン連結孔６ｅ、６ｅに貫通させ、突出して形成させた周溝
９ｄ、９ｄにＥリング９ｃ、９ｃを嵌めることにより、リフト部材６の両側板６ｂ、６ｂ
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へ抜け止め規制されて取り付けられている。作動ピン９ａは金属製の丸棒であるが、上記
実施例のほかに、リフト部材６に頂板を設け、この頂板を内側へ折り曲げて作動部材を構
成することもできる。また、作動部材９は作動ピンのみとし、両側板６ｂ、６ｂ間に回転
可能或は固定して取り付けて構成することもできる。
【００２８】
　カムスライダー１０とスプリング受け部材１１の間に、互いの両端部側を当該カムスラ
イダー１０とスプリング受け部材１１の開口部１０ｂ、１０ｂと１１ｂ、１１ｂ（一方の
み表示）内に挿入させて、大径コイルスプリング１２ａ、１２ａと小径コイルスプリング
１２ｂ、１２ｂから成る弾性手段１２が支持部材２内に収装されつつ弾設されており、こ
れにより、カム部１０ａは受圧部材５と圧接し、当接部１１ａは作動部材９と圧接状態に
ある。この弾性手段１２は、１個でも２個以上でもよく、例えば２個並列、或は図面に示
したように、大径コイルスプリング１２ａ、１２ａと小径コイルスプリング１２ｂ、１２
ｂとを同芯状に重ね合わせることによって設けられており、カムスライダー１０とスプリ
ング受け部材１１をそれぞれ互いに離間する方向に付勢している。
【００２９】
　尚、受圧ピン５ａは、その両端部をかしめることによって、受圧部材取付孔１ｅ、１ｅ
に固定しても良く、Ｅリングを用いて抜け止め規制しても良い。また、回転可能に受圧部
材取付孔１ｅ、１ｅへ取り付けるようにしても良い。さらに、受圧部材５は、受圧ピン５
ａとスライドローラ５ｂを一体或は一体的に構成して、受圧部材取付孔１ｅ、１ｅへ回転
可能に取り付けるようにしたり、受圧ピン５ａのみとすることができる。さらに、カム部
を湾曲したアール形状に構成し、スライドローラがカム部と当接する摺接部側をカム部の
アール形状と面接触する形状に構成することもできる。
【００３０】
　回転制御手段Ｄは、フリクション・ストッパー手段Ｅとストッパー手段Ｆの２態様があ
る。まず、フリクション・ストッパー手段Ｅから説明すると、取付部材１の後板１ｃに取
付ビス８ａ、８ａで取り付けたストッパープレート８と、このストッパープレート８に重
ねて当該ストッパープレート８と共に後板１ｃへ同じ取付ビス８ａ、８ａで取り付けられ
たクリック・フリクションプレート１６と、リフト部材６の両側板６ｂ、６ｂの後部側に
取り付けた当接部材を構成する当接シャフト１７と、で構成されている。
【００３１】
　ストッパープレート８は、取付基板部８ｂとこの取付基板部８ｂの両側部より折り曲げ
て構成した、一対のそれぞれ凸部８ｃ、８ｃと凹部８ｄ、８ｄから成る湾曲部８ｅ、８ｅ
を有するストッパー片８ｆ、８ｆとで構成され、後板１ｃにはストッパープレート８に設
けた固定孔８ｇ、８ｇに嵌入される一対のボス部１ｋ、１ｋが設けられている。
　クリック・フリクションプレート１６は、取付板部１６ａとこの取付板部１６ａの上部
に設けた凸部１６ｂと凹部１６ｃから成る弾性湾曲部１６ｄとからなり、弾性湾曲部１６
ｄの形状は、湾曲部８ｅ、８ｅの形状と一致し、その位置はストッパープレート８の湾曲
部８ｅ、８ｅのやや内側ヘ突出していることが好ましい。
【００３２】
　当接シャフト１７は、実施例のものでは丸棒であるが、必ずしも丸棒状のものに限定さ
れない。当接シャフト１７の両端部には周溝１７ａ、１７ａが設けられ、リフト部材６の
両側板６ｂ、６ｂに設けた取付孔６ｈ、６ｈを貫通して、周溝１７ａ、１７ａに嵌めたＥ
リング１７ｂ、１７ｂによって抜け止め規制されている。この当接シャフト１７は、リフ
ト部材６のその両端部に両側板６ｂ、６ｂに固定されてもよく、回転可能に取付孔６ｈ、
６ｈへ軸支されてもよい。尚、回転制御手段Ｄは、後述するように、ストッパープレート
８のみから成るストッパー手段Ｆであってもよい。
【００３３】
　ストッパープレート８は取付部材１の後板１ｃに一体的に設けて、その上部に弾性湾曲
部を設けるようにしてもよい。当接部材は、実施例のように当接シャフト１７であっても
よいし、一対の図示してないピン状のものであってもよい。当接シャフト１７の外側には
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図示してない回転筒としてもよく、或は合成樹脂でコーティングでもよい。さらに、この
当接部材は、リフト部材６の背板６ａの端部を用いても良く、或はこの背板６ａを曲げた
り、巻き込んだりして構成しても良い。
【００３４】
　次に、上記実施例１に係る原稿圧着板開閉装置Ｂの動作について説明する。今、図５と
図７に示したように、原稿圧着板Ｃを閉じた状態においては、主として当該原稿圧着板Ｃ
の重量により、弾性手段１２の弾力に抗して原稿圧着板Ｃは閉じられ、安定した閉成状態
を保っている。尚、ここのところは、弾性手段１２の作用線を受圧部材５の上方へずらす
ことにより、原稿圧着板Ｃを閉成方向へ回転付勢させるように構成することもできる。閉
成状態において、とくに図７に示したように、受圧部材５のスライドローラ５ｂはその長
径部側の摺接部５ｃをカムスライダー１０のカム部１０ａと面接触させており、最も圧縮
された状態の弾性手段１２の弾力を面で受けている。
【００３５】
　この図３と図７に示した状態から原稿圧着板Ｃを最大開成角度まで開くと、開かれる途
中でカムスライダー１０のカム部１０ａのスライドローラ５ｂの摺接部５ｃに対する当接
位置が、該カム部１０ａの高い方から低い方へ面接触状態を維持させたまま移動すること
から、弾性手段１２の弾力により原稿圧着板Ｃは、その本来の重量を減殺された状態で開
かれる。原稿圧着板Ｃの開成角度が１０度以上になると、原稿圧着板Ｃよりより手を離し
ても、スライドローラ５ｂの摺接部５ｃの当接位置が弾性手段１２によって一方向へ摺動
を付勢されているカムスライダー１０のカム部１０ａの高い方へ移動するフリクション抵
抗に遭遇することにより、原稿圧着板Ｃがリフト部材６及び支持部材２を介してヒンジピ
ン３の周りに発生させる回転モーメントと、弾性手段１２の弾力と、カムスライダー１０
のカム部１０ａに当接している受圧部材５のスライドローラ５ｂとによって創出される回
転トルクが均衡するので、原稿圧着板Ｃより手を離しても自然落下することなく安定停止
保持される。
【００３６】
　原稿圧着板Ｃをさらに開いてゆくと、図８に示したように、当接シャフト１７は、クリ
ック・フリクションプレート１６の弾性湾曲部１６ｄの凸部１６ｂに圧接摺動しつつ凹部
１６ｃ内に落ち込み、ここで停止することにより、原稿圧着板Ｃはそれ以上開くことがで
きず、この開成位置が原稿圧着板Ｃの最大開成角度となる。この際に、図８の（ａ）矢印
Ｏの部分の拡大図（ｂ）に矢印Ｍで示したように、当接シャフト１７によるクリック・フ
リクションプレート１６に対する押圧方向が前方から垂直方向下方になるので、クリック
・フリクションプレート１６やストッパープレート８の変形を極力防止できるものである
。
【００３７】
　尚、原稿圧着板Ｃを開くとき、勢いよく開くと、所定開成角度から弾性手段１２による
弾力が強まることから、時として原稿圧着板Ｃが急激に跳ね上がる、所謂跳ね上げ現象が
生ずる場合がある。この跳ね上げ現象は、所定の開成角度で当接部材を構成する当接シャ
フト１７が、図９の（ｂ）の部分拡大図に示したように、クリック・フリクションプレー
ト１６の弾性湾曲部１６ｄの凸部１６ｂに当たることにより、フリクションが発生し、跳
ね上げ力が減殺される結果、所謂原稿圧着板Ｃの跳ね上げ現象は可及的に防止される。
【００３８】
　開いた原稿圧着板Ｃを閉じる際には、当該原稿圧着板Ｃを閉じ方向へ下押しすると、当
接シャフト１７は、クリック・フリクションプレート１６の弾性湾曲部１６ｄの凹部１６
ｃを脱し、凸部１６ｂに当ってこれを押しつつ圧接摺動した後凸部１６ｂを脱出し、原稿
圧着板Ｃは原稿圧着板開閉装置Ｂのヒンジピン３を支点に回動しつつ閉じられることにな
る。この際に、弾性手段１２が作動部材９を介してリフト部材６を支持部材２と重なり合
う方向に押圧しているので、原稿圧着板Ｃは通常は連結ピン４を支点に反転してしまうこ
となく閉じられることになる。
【００３９】
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　但し、開いた原稿圧着板Ｃを閉じるために強い力で下押ししたり、下押し方向が変わっ
たりすると、当該原稿圧着板Ｃの開成角度が大きいほど、弾性手段１２の弾力が弱くなっ
ているので、原稿圧着板Ｃが連結ピン４を支点に反転してしまう場合がある。この場合に
は、当接シャフト１７がクリック・フリクションプレート１６の弾性湾曲部１６ｄの凸部
１６ｂに当接することによって、反転が制限される結果、この中折れ現象が生ずるのを可
及的に防止することができるものである。
【００４０】
　また、開いた原稿圧着板Ｃを閉じる際には、実施例のものは、当該原稿圧着板Ｃがスラ
イドローラ５ｂの摺接部５ｃが弾性手段１２の弾力に抗してカム部１０ａの高い方へスラ
イドする際の抵抗に遭遇するが、手による原稿圧着板Ｃに対する押圧力と、原稿圧着板Ｃ
の重量と、慣性力により閉じられ、所定の閉成角度、例えば１０°になると、原稿圧着板
Ｃの閉成方向のモーメントが勝り始め、手を離しても自動的に閉じられることになる。そ
して、原稿圧着板Ｃの開閉操作時の間中スライドローラ５ｂの摺接部５ｃとカムスライダ
ー１０のカム部１０ａとは面接触を維持するので、カムスライダー１０に加わる荷重が分
散されると共に、潤滑用のグリスの保持状態が保持されることから、カムスライダー１０
に過大な荷重がかかるのを防止して、かつ永年使用時においてもグリス切れによる磨耗や
異音が発生することを防止できるものである。
【００４１】
　この際、スライドローラ５ｂとカムスライダー１０のカム部１０ａとの摺動面にグリス
溜まりを設けると、尚一層グリスの保持能力が向上するものである。このグリス溜まりは
、スライドローラ、或はカム部の一方或は双方に設けることができる。グリス溜まりの形
状と設置位置については限定はない。
【００４２】
　原稿が本のように厚い厚物原稿の場合には、図１１に示したように、厚物原稿Ｈを原稿
載置台ｄ（コンタクトガラス）上へ載せて原稿圧着板Ｃを下押しすると、連結ピン４を支
点に反転するリフト部材６の両側板６ｂ、６ｂに取り付けた作動部材９によってスプリン
グ受け部材１１が押され、弾性手段１２の弾力に抗してカムスライダー１０側に摺動する
と共に、原稿圧着板Ｃがリフト部材６と共に連結ピン４を軸に回転して、図１１に示した
ように、厚物原稿Ｈの上面を水平に覆うことになる。従って、この発明の原稿圧着板開閉
装置Ｂは、原稿の厚さに関係なく原稿を装置本体ａの原稿載置台ｄの上面に安定して圧着
させ、とくに厚物原稿Ｈの場合には、外光が原稿載置台ｄ（コンタクトガラス）から装置
本体ａ内の露出系に侵入するのを可及的に防止することができるものである。
【実施例２】
【００４３】
　図１２は、回転制御手段Ｄをストッパー手段Ｆとした場合の実施例を示す。この実施例
２に係る原稿圧着板開閉装置Ｇの回転制御手段Ｄのストッパー手段Ｆは、取付部材１の後
板１ｃに取付ビス２０ｇ、２０ｇで取り付けたストッパープレート２０と、リフト部材６
の両側板６ｂ、６ｂの後部側に取り付けた当接部材を構成する当接シャフト２１と、で構
成されており、ストッパープレート２０は、取付基板部２０ａとこの取付基板部２０ａの
両側部より折り曲げて構成した、一対のそれぞれ凸部２０ｂと凹部２０ｃから成る湾曲部
２０ｄを有する一対のストッパー片２０ｅとを有している。当接シャフト２１の構成及び
その変形例は、実施例１で説明したものと同じであるので説明を省略する。
【００４４】
　この実施例２のように構成した場合には、原稿圧着板Ｃを最大開成角度まで開いたとき
に、当接部材の１例である当接シャフト２１がストッパープレート２０を押圧する方向は
、図１２の（ａ）に矢印Ｐで示した部分の（ｂ）の拡大図で示したように、ストッパープ
レート２０に対して前方から垂直方向下方のＮ方向となることから、この押圧方向がスト
ッパープレート２０に対して後方方向下向きになる図１３に示した従来技術のものよりも
、当該ストッパープレート２０の変形を防止できることになる。尚、この実施例２に係る
原稿圧着板開閉装置Ｇは、図示したように、作動部材９に加えてスプリング受け部材１１
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、カムスライダー１０、受圧部材５、及びスプリング受け部材１１とカムスライダー１０
との間に弾設した弾性手段１２とを有するものとしてもよい。要するにリフト部材６を有
することが要件である。さらに、実施例１のものも同じであるが、弾性手段１２の中に原
稿圧着板Ｃの急激な落下を防止するために収装させる、図示してない公知構成の緩衝用の
ダンパー装置を設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、以上のように構成したので、本のような厚物原稿に対処するために、取付部
材に対して回転可能に取り付けた支持部材の自由端側へ支持部材と重なり合う方向へ回転
可能に取り付けたリフト部材を有する複写機や複合機などの事務機器の原稿圧着板開閉装
置と、この原稿圧着板開閉装置を用いた事務機器に対して好適に用いられるものである。
【符号の説明】
【００４６】
　Ａ　複合機
　ａ　装置本体
　Ｂ、Ｂ’、Ｇ、Ｉ　原稿圧着板開閉装置
　Ｃ、Ｋ　原稿圧着板
　Ｄ　回転制御手段
　Ｅ　フリクション・ストッパー手段
　Ｆ　ストッパー手段
　１　取付部材
　１ａ　取付ベース
　１ｂ　両側板
　１ｃ　後板
　２　支持部材
　２ａ　背板
　２ｂ　両側板
　３　ヒンジピン
　４　連結ピン
　５　受圧部材
　６　リフト部材
　６ａ　背板
　６ｂ　両側板
　８　ストッパープレート
　９　作動部材
　１０　カムスライダー
　１０ａ　カム部
　１１　スプリング受け部材
　１２　弾性手段
　１６　クリック・フリクションプレート
　１７　当接シャフト（当接部材）
　２０　ストッパープレート
　２１　当接シャフト（当接部材）
　３０　取付部材
　３０ａ　取付ベース
　３０ｂ　両側板
　３０ｃ　後板
　３１　支持部材
　３１ａ　背板
　３１ｂ　両側板
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　３２　ヒンジピン
　３３　弾性手段
　３４　リフト部材
　３４ａ　背板
　３４ｂ　両側板
　３５　ストッパープレート
　３７　連結ピン
　３８　作動部材
　３９　スプリング受け部材
　４０　受圧部材
　４１　カムスライダー

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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